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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第62期

第１四半期累計期間
第63期

第１四半期累計期間
第62期

会計期間
自 平成25年８月21日
至 平成25年11月20日

自 平成26年８月21日
至 平成26年11月20日

自 平成25年８月21日
至 平成26年８月20日

売上高 (千円) 1,373,321 1,434,329 5,946,953

経常利益又は経常損失（△） (千円) △19,479 2,617 332,690

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) △12,174 103 194,732

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 460,000 460,000 460,000

発行済株式総数 (株) 6,000,000 6,000,000 6,000,000

純資産額 (千円) 3,663,588 3,893,254 3,842,168

総資産額 (千円) 6,110,097 6,009,444 6,058,338

１株当たり四半期(当期)純利益
金額又は四半期純損失金額(△)

(円) △2.03 0.02 32.46

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 11.00

自己資本比率 (％) 60.0 64.8 63.4
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資損益につきましては、関連会社がないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

 
２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業内容について重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績の分析

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、前年度からの政府の経済政策や金融緩和策等により緩やかな回

復基調で推移してまいりましたが、消費税率引上げ等により消費の回復に遅れが生じており、不安定な海外経済の

動向も相まって、依然として先行き不透明な状況が続いております。

印刷業界におきましても、Web化等による需要の減少、競争激化による受注価格下落の影響を受け、引き続き厳

しい状況が続いております。　

このような状況のもと、当社はビジネスフォーム等印刷物及びＤＰ（データプリント）サービスの開発や充実、

販売マネジメントの強化による創注や原価構造改善に積極的に取り組んでまいりました。

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は14億34百万円（前年同四半期比4.4％増）、営業利益は２百万円

（前年同四半期は17百万円の営業損失）、経常利益は２百万円（前年同四半期は19百万円の経常損失）、四半期純

利益は103千円（前年同四半期は12百万円の四半期純損失）となりました。

 

　品目別売上高につきましては、以下のとおりであります。

 
 

前第１四半期累計期間
（自　平成25年８月21日
　至　平成25年11月20日）

当第１四半期累計期間
（自　平成26年８月21日
　至　平成26年11月20日）

 
売上金額（千円） 売上金額（千円） 前年同期比

 
ＢＦ複合サービス 341,796 321,631 94.1%

 
企画商印サービス 73,762 69,782 94.6%

 
ＩＰＤＰサービス 188,150 246,633 131.1%

 
ＤＭＤＰサービス 769,611 796,281 103.5%

 
合　　計 1,373,321 1,434,329 104.4%
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（２）財政状態の分析

当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度と比べ48百万円減少し、60億９百万円となりました。

主な要因は、流動資産の現金及び預金が１億53百万円減少、流動資産の繰延税金資産が54百万円増加、有形固定資

産の建物（純額）が52百万円増加したことによるものです。

負債合計は99百万円減少し、21億16百万円となりました。主な要因は、固定負債の退職給付引当金が１億11百万

円減少したことによるものです。

純資産合計は51百万円増加し、38億93百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が46百万円増加したことに

よるものです。

 

(３)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(４)研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は12,568千円であります。

なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,000,000

計 24,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年11月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年12月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,000,000 6,000,000
名古屋証券取引所
(市場第二部)

単元株式数　100株

計 6,000,000 6,000,000 ― ―
 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

福島印刷株式会社(E00722)

四半期報告書

 5/15



 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　平成26年８月21日～
　平成26年11月20日

　　　　　
―　

6,000,000
　　　　　
―　

460,000
　　　　　
―　

285,200
 

 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成26年８月20日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   平成26年８月20日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

 無議決権株式 ― ― ―

 議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
 (自己保有株式)
 普通株式　   300

― ―

完全議決権株式(その他)  普通株式5,999,400 59,994 ―

単元未満株式  普通株式　   300 ― ―

発行済株式総数 6,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 59,994 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成26年８月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
福島印刷株式会社

石川県金沢市佐奇森町ル６ 300 ― 300 0.01

計 ― 300 ― 300 0.01
 

 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号。)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成26年８月21日から平成26年

11月20日まで)及び第１四半期累計期間(平成26年８月21日から平成26年11月20日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年８月20日)
当第１四半期会計期間
(平成26年11月20日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 707,401 554,304

  受取手形及び売掛金 1,169,160 1,154,378

  電子記録債権 157,752 158,259

  製品 91,677 99,286

  仕掛品 74,213 120,999

  原材料及び貯蔵品 63,674 67,904

  繰延税金資産 58,180 112,284

  その他 27,727 16,204

  貸倒引当金 △2,527 △2,231

  流動資産合計 2,347,261 2,281,390

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 1,327,876 1,380,470

   機械及び装置（純額） 558,442 541,034

   土地 965,106 965,106

   リース資産（純額） 516,598 454,875

   その他（純額） 74,355 107,917

   有形固定資産合計 3,442,379 3,449,405

  無形固定資産 98,431 137,127

  投資その他の資産 ※１  170,266 ※１  141,521

  固定資産合計 3,711,077 3,728,053

 資産合計 6,058,338 6,009,444

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 211,629 224,022

  短期借入金 549,400 569,400

  リース債務 232,014 203,428

  未払法人税等 152,472 66,151

  その他 445,627 587,032

  流動負債合計 1,591,144 1,650,034

 固定負債   

  長期借入金 84,700 77,350

  リース債務 367,890 322,855

  退職給付引当金 123,580 12,112

  その他 48,855 53,837

  固定負債合計 625,025 466,155

 負債合計 2,216,169 2,116,190

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 460,000 460,000

  資本剰余金 285,200 285,200

  利益剰余金 3,070,418 3,116,723

  自己株式 △91 △91

  株主資本合計 3,815,526 3,861,832

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 26,641 31,422

  評価・換算差額等合計 26,641 31,422

 純資産合計 3,842,168 3,893,254
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負債純資産合計 6,058,338 6,009,444
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 平成25年８月21日
　至 平成25年11月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年８月21日
　至 平成26年11月20日)

売上高 1,373,321 1,434,329

売上原価 1,057,356 1,091,222

売上総利益 315,964 343,106

販売費及び一般管理費 333,379 340,268

営業利益又は営業損失（△） △17,415 2,838

営業外収益   

 受取利息 10 10

 受取配当金 49 56

 作業くず売却益 2,546 2,901

 その他 865 913

 営業外収益合計 3,470 3,880

営業外費用   

 支払利息 5,534 4,101

 営業外費用合計 5,534 4,101

経常利益又は経常損失（△） △19,479 2,617

特別損失   

 固定資産除却損 9 488

 特別損失合計 9 488

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △19,489 2,129

法人税、住民税及び事業税 58,000 63,100

法人税等調整額 △65,314 △61,074

法人税等合計 △7,314 2,025

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,174 103
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

 
当第１四半期会計期間

(自 平成26年８月21日 至 平成26年11月20日)

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見

込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間

に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加

重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第１四半期会計期間の期首の退職給付引当金が123,580千円減少し、前払年金費用が3,624千円増

加し、利益剰余金が82,199千円増加しております。また、当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益、税引前

四半期純利益はそれぞれ1,996千円減少しております。
 

 

(四半期貸借対照表関係)

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の金額

 
前事業年度

(平成26年８月20日)

当第１四半期会計期間

(平成26年11月20日)

投資その他の資産　　　　 6,446千円 6,756千円
 

 
 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む)は、次のとおりであります。

 

前第１四半期累計期間
（自　平成25年８月21日

   至　平成25年11月20日）

当第１四半期累計期間
（自　平成26年８月21日

   至　平成26年11月20日）

減価償却費 146,430千円 146,867千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成25年８月21日 至 平成25年11月20日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年11月14日
定時株主総会

普通株式 29,998 5.00 平成25年８月20日 平成25年11月15日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 
当第１四半期累計期間(自 平成26年８月21日 至 平成26年11月20日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年９月29日
取締役会

普通株式 35,998 6.00 平成26年８月20日 平成26年11月14日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　　前第１四半期累計期間(自 平成25年８月21日 至 平成25年11月20日)

当社は、印刷事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

　　当第１四半期累計期間(自 平成26年８月21日 至 平成26年11月20日)

当社は、印刷事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期累計期間

(自 平成25年８月21日
至 平成25年11月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年８月21日
至 平成26年11月20日)

   １株当たり四半期純利益金額
   又は四半期純損失金額(△)

△2円03銭 2銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益又は四半期純損失(△)　 (千円) △12,174 103

   普通株主に帰属しない金額　　　　　 (千円) 　　　　　　　　　　　― ―

   普通株式に係る四半期純利益
   又は四半期純損失(△) 　　　　　　　(千円)

△12,174 103

   普通株式の期中平均株式数          (株) 5,999,695 5,999,695
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 

 

　２ 【その他】

平成26年９月29日開催の取締役会において、平成26年８月20日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり

期末配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額                              　35,998千円

②　１株当たりの金額      　                      　 ６円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成26年11月14日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年12月25日

福島印刷株式会社

取締役会  御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士    田　　光　　完　　治    印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   池　　田　　裕　　之   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている福島印刷株式会

社の平成26年８月21日から平成27年８月20日までの第63期事業年度の第１四半期会計期間(平成26年８月21日から平成26

年11月20日まで)及び第１四半期累計期間(平成26年８月21日から平成26年11月20日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、福島印刷株式会社の平成26年11月20日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

２. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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